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エグゼクティブ・サマリー
2018年5月3日、二国間及び多国間の事前確認制度（Advanced Pricing 
Agreement、以下、「APA」）の処理プロセスを定めた手続（Procedure）が、ロシア
で公表されました。

この手続は、一カ国以上の外国の権限ある当局による関与を伴うAPAの締結の実
務的な枠組みを提供するものであり、2018年6月4日に施行されます。

詳細解説
概要
ロシア財務省は、租税条約締結国の権限ある当局と相互協議（MAP、Mutual 
Agreement Procedure）を行うために、二国間及び多国間のAPAに関する権限を
連邦税務局（FTS）に委任しました。

二国間又は多国間のAPAは、「大規模納税者」の基準を満たすロシア法人のみが
利用可能です。

手続は、以下に挙げるAPAプロセスの各段階を規定します。
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FTSとの事前相談
一般的に、この段階は非公式のものです。事前相談の結果は、
納税者又はFTSに対し拘束力を持ちません。事前相談の結果に
かかわらず、納税者はFTSにクロスボーダー取引に関してAPA
の締結を申請することができます。

正式な申請
手続には、APAプロセスを正式に開始するために必要な申請書
の推奨様式と書類の一覧が含まれています。

FTSが他国の権限ある当局との協議を開始するためには、正
式なAPA申請書を両国の権限ある当局に提出する必要があり 
ます。

FTSによる納税者の申請書の審査
この段階で、FTSは提出された文書を検討し、納税者と議論を
行います。また、この段階ではFTSによる内部レビューも想定さ
れています。しかし、事案によって適切な場合には、FTSは外国
の権限ある当局と相互協議に入ることもあります。

結果として、FTSは次のいずれかを選択します。

（i） 権限ある当局間の協議開始

（ii）APAの修正を提案

（iii）APAの却下

権限ある当局間の協議
APA締結の過程における重要な段階は、FTSと外国の権限あ
る当局との間の協議の実施で、その結果、相互の合意が締結さ
れる可能性があります。

この段階で、FTSは納税者から追加の説明を要請することがあ
ります。

権限ある当局の相互協議合意の実施
相互協議合意書の写しは、納税者に提供されませんが、納税者
とAPAに署名するための基礎として使用されます。FTSと外国
の権限ある当局との間で相互協議が合意に至った場合、FTS
は、相互協議で合意された条件でAPAの締結を納税者に勧め
るか、又は相互協議の合意を遵守するためにドラフトAPAを修
正するよう納税者に勧めます。納税者が同意する場合は、APA
が締結されます。

今後の影響
手続の導入は、経済協力開発機構（OECD）の税源浸食と利益
移転（BEPS）行動計画の、とりわけ、行動14で推奨されたよう
な、移転価格係争の防止を目的とした実用的なメカニズムを可
能にするはずです。実際に手続がどのように実施されていくか
はこれからの展開を待つことになります。

注目すべきは、最初の積極的な取組みのいくつかがすでに立
法において実施されていることです。2017年12月29日より、
独立企業原則に基づくことを条件に、クロスボーダー取引に関
する二国間又は多国間のAPAが存在する場合は、ロシアの課
税ベースが減額されることになりました（これは以前は不可能
でした）。

同時に、独立企業原則の基準は、ロシア税法とOECD移転価格
ガイドラインとのどちらを参照するか、などのいくつかの疑問
も残されています。OECD移転価格ガイドラインの方が、一定
のコンセンサスを可能にするので好ましいシナリオかもしれま 
せん。
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EYについて
EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリー
ダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらし
ます。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出してい
きます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献
します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル・ネットワークであり、単体、もし
くは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アン
ド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していませ
ん。詳しくは、ey.com をご覧ください。

EY税理士法人について
EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、組
織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワーク
を駆使して、各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わ
せて税務の最適化と税務リスクの低減を支援することで、より良い社会の構築に貢献します。詳しく
は、www.eytax.jp をご覧ください。
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本ニュースレターに関するご質問・ご意見
等がございましたら、弊社の担当者又は 
下記宛先までお問い合わせください。

EY税理士法人
ブランド、マーケティング アンド コミュニケーション部
tax.marketing@jp.ey.com

メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジン
にて配信しております。
メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。
1. http://www.eytax.jp/mailmag/ を開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、メールマガジン登録ページよりご登録ください。
* なお、本メールマガジン登録に際しては、「個人情報の取扱い」についてご同意いただく必要がござい
ます。

@EY_TaxJapan
最新の税務情報を配信しています。

本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。
EY税理士法人
須藤 一郎 パートナー ichiro.suto@jp.ey.com
佐藤 佳子 エグゼクティブ ディレクター yoshiko.sato@jp.ey.com
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